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第10章 直結増圧式給水 

 

第１節  趣旨  

 

本章では，受水槽を経由せずに，給水管に直結給水用増圧装置（以下「増圧

装置」という。）を設置し，直接的に給水すること（以下「直結増圧式給水」

という。）について，必要な事項を定めるものとする。  

 

第２節 目的  

 

  直結増圧式給水は，直結給水の範囲を拡大することにより，貯水槽水道にお

ける受水槽等の衛生問題の解消，その他給水サービスの向上を図ることを目的

とする。  

 

第３節 定義  

 

  本章に用いる用語の意義は，次のとおりとする。  

直結給水方式  

   受水槽を経由せずに，配水管から直結して給水する方法をいい，直結直圧

式と直結増圧式がある。  

（ 1）直結直圧式  

    直結式のうち配水管の水圧のみを利用して直接給水する方法をいう。  

（ 2）直結増圧式  

直結式のうち配水管の水圧に加え，給水管の途中に設置した増圧装置を

利用して直接給水する方法をいう。  

  [補足 ] 

   直結増圧式は，配水管から分岐し引き込んだ給水管に，増圧装置を設置す

ることにより圧力を増して，建築物へ直接給水する方法である。  

   また，増圧装置は，その設置から配水管に直結されるため，給水用具の一

つとなり，増圧装置以降の給水管および給水用具も給水装置と位置づけられ

る。  
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第４節 適用要件 

 

  直結増圧式の適用要件は，次のとおりとする。  

１  対象地域  

最も近い配水管上で自記録水圧計等により連続 72 時間以上測定し，その結  

果により計画最小動水圧が 0.2MPa 以上を確保できる地域とする。  

ただし，増圧装置の流入口及び非常用水栓の位置が，低地区は標高 20 メー  

トル以下，高地区においては配水池の位置条件により別に定める高さとする。  

２  被分岐管  

被分岐管の口径は， 75 ミリメートル以上 350 ミリメートル以下とする。  

３  分岐口径  

分岐する給水管の口径は被分岐管口径より小さいものとし， 75 ミリメート  

ル以下とする。  

４  対象建物  

使用圧力 0.75MPa 以下の増圧装置で給水が可能な， 5 階以上 10 階以下の建  

物とし，用途は，共同住宅，事務所のみとする。ただし， 4 階建ての建物に

ついては別途協議できるものとする。  

５  給水方式の併用  

建築物の種類や使用目的に応じて，直結増圧式と直結直圧式及び貯水槽水  

道方式を併用して使用することができるが，１建物での給水方式は２方式ま

でとする。  

 

 

 

  
直圧式  直結給水方式  

貯水槽水道方式  

増圧式  

給水方式  

直結・受水槽併用方式  
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第５節 事前協議  

 

直結増圧式による給水装置を新設し，若しくは改造しようとする者（以下

「申請者」という。）は，あらかじめ高知市上下水道事業管理者（以下「管理

者」という。）に設計水圧決定依頼書（様式第１号）を提出する。管理者は，

設計水圧を決定し設計水圧決定回答書（様式第２号）により申請者に通知する。

申請者はその設計水圧を基に直結増圧式給水事前協議申請書（様式第３号）を

管理者に提出し，直結増圧式の可否について事前協議を行うものとする。管理

者は，事前協議を受けたときはその内容を審査し，その結果を直結増圧式給水

事前協議回答書（様式第４号）により通知する。  

 

第６節 給水装置の配管形態 （図 10－１） 

 

１  原則として１敷地につき１分岐とする。  

２  新設については，原則高置水槽を経由しない配管形態とするが，貯水槽水  

道方式から直結増圧式への改造については，既設高置水槽を経由する給水を  

認める。  

３  増圧装置の故障，停電時の対策として非常用給水栓を設置しなければなら  

ない。  

４  増圧装置以降の材料は，試験水圧（ 1.75MPa）に対応するものを使用する  

こと。  
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図10-1
直結増圧式給水標準図

　　

直結増圧式給水配管形態例
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第７節  増圧装置  

１  増圧装置は，日本水道協会規格「水道用直結加圧用ポンプユニット（ JWWA 

B130）」に適合するもの又は同等以上の性能を有するものとする。  

２  １建築物に対し，原則として１増圧装置とする。  

３  増圧装置の呼び径は，局メーター口径以下とし，最大 50 ミリメートルと  

する。  

４  配水管の水圧の変化および使用水量に対応でき，安定給水が確保できるこ  

と。  

５  配水管の水圧が異常低下した場合には自動停止し，復帰した場合には自動  

復帰すること。  

６  増圧装置の１次側圧力センサーは原則として減圧式逆流防止器の直近上流  

側に設けるものとする。  

７  増圧装置の吐出側圧力は，最上階等の最悪の条件にあたる給水器具で必要  

な吐出圧を確保し 0.75MPa を超えないようにすること。  

８  増圧装置の吸込側，吐出側の接合部分には，適切な防振対策を講ずること。  

９  増圧装置は，凍結しないように必要な措置を講ずること。  

１０  増圧装置の維持管理ができる必要な空間を確保し，適切な排水設備を設け  

ること。  

１１  ポンプ内の水が長時間滞留しないような措置を講ずること。  

１２  増圧装置の故障等の異常を早期に発見するため，警報装置を設け，装置

本体および管理人室等に表示できる装置を設置すること。また，緊急時の連

絡先を明示した標示板（図 10－ 2）を需用者の目に付きやすい所に設置する

こと。  

 [補足 ]  

（ 1）増圧装置は，水道法に基づく給水装置の構造および材質基準に適合し，

配水管への影響が極めて小さく，安定した給水ができるものでなければな

らない。日本水道協会規格による適用範囲は，使用圧力 0.75MPa 以下の水

道に使用する口径 75 ミリメートル以下および吐出圧力 0.75MPa 以下につ

いて規程しており，これを満足するものでなければならない。  

（ 2）建物で複数（並列）の増圧装置の設置は，給水量が多くなり被分岐管に

与える影響が懸念されるため，１建築物に対し，原則として１増圧装置と

する。  
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（ 3）増圧装置の呼び径は，給水量，揚程に応じて適正なものを選定する，給

水管の管内流速２ m/sec 以下でメーター適正流量範囲の基準内であること。  

他の需用者の水使用に支障を生じないよう配水管の水圧に影響を及ぼさ

ないものでなければならないことから，増圧装置の呼び径は，局メーター

口径以下とし，最大 50 ミリメートルとする。  

（ 4）圧力制御は，配水管水圧の変動に対応し，用途に応じた制御方式を採用

するとともに，建築物の最上階で圧力不足にならず，低層階で水圧が高く

なる場合は，必要に応じ減圧弁を設置すること。  

（ 5）配水管が断水等で圧力低下した場合に，ポンプが吸引するのを防止する

ため，設定水圧以下の場合，ポンプは自動停止し，水圧の回復に伴って自

動復帰すること。設定水圧は，原則として次によるものとする。  

自動停止の設定水圧  0.07MPa 

自動復帰の設定水圧  0.10MPa 

（ 6）１次側圧力センサーの取付位置は，配水管水圧の監視が正確にできるよ

うに，原則として減圧式逆流防止弁の直近上流側に設けるものとする。  

（ 7）増圧装置の吐出側圧力は，建物全体の同時使用時には最上階等にある給

水器具では使用条件が最悪になるので，必要な残存水頭を確保するととも

に， 0.75MPa を超えないようにする。  

（ 8）ポンプ運転時の振動をパイプに伝えない様にすると共に，地震等の振動

を増圧装置に伝えないようにするため防振対策を講ずる。  

（ 9）冬季の温度低下により増圧装置本体および前後配管が凍結し，断水，増

圧装置の破損を防ぐ措置を講ずる。  

（ 10）装置の点検，修理を行うスペースを確保する。また結露および漏水等に

より増圧装置に被害が起きないように，排水設備を設ける。  

（ 11）ポンプ内の水質保持およびポンプ機器の性能保持のため，長時間停止は

好ましくない。従ってタイマー等により定期的な運転の措置を講ずる。  

（ 12）増圧装置本体の故障による場合は，異常を検知し，管理人室等に表示を

し，さらに装置本体の表示盤では，異常原因の細目を確認できるものとす

る。また，需要者が断水等の非常時においても緊急に連絡を取る必要があ

るため，緊急連絡先の標示板を設置する。なお，標示板は需要者の目につ

く場所に設置し，十分な強度を持ち経年劣化にも耐えうる材質のものを使

用すること。  
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30cm

以上  

図 10－２  標示板  

42cm 以上  

 

 この建物の水道は，ポンプにより加圧し給水しているもので，停電やポン  

プの故障等により断水することがあります。  

  ポンプの故障により断水した場合は，１階に設置している非常用給水栓を  

使用してください。  

 故障その他異常が認められた際には，下記の建物管理者又は設備管理者へ  

連絡してください。  

 

建物管理者       氏  名       連絡先  

                休日夜間等連絡先  

設備管理者       氏  名       連絡先  

                休日夜間等連絡先  

 

第８節 逆流防止装置  

 

１  逆流防止装置（図 10－ 3）は，日本水道協会規格「水道用減圧式逆流防止  

器（ JWWA B 134）」に適合するものまたは同等以上の性能を有するものを，

増圧装置の上流側に設置することを原則とする。  

２  所有者が設置するメーター（以下「子メーター」という。）直後には，日  

本水道協会規格単式逆流防止弁または同等以上の性能を有するものを設置し，  

各階の分岐ごとにも同様とする。  

３  減圧式逆流防止器の上流側にストレーナを設置することを原則とする。  

４  減圧式逆流防止器の中間室逃がし弁の排水は，適切な排水口空間を確保し  

た間接排水とすること。  

５  減圧式逆流防止器は，異常な外部排水を検知して管理人室等で確認できる

こと。  
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図 10－３  減圧式逆流防止装置構造概念図  

 

  減圧式逆流防止装置の構造は次の条件を満たすものとする。  

  減圧式逆流防止装置は，バネの力で，弁体をシール材を介して弁座に押しつ

ける構造の逆止弁を直列２個配置し，かつ，その間に中間室を設けた構造で，

１次側と中間室の間には，ダイアフラムとそれに連動する逃がし弁が設けてあ

る。減圧式逆流防止装置の前後で逆圧が生じても，逆止弁の逆流防止機能によ

り逆流は生じない。  

  また，通常の状態では，１次側の水圧は中間室の水圧より高く，ダイアフラ

ムがばねに押し勝って，逃がし弁を閉じるため，漏水することはない。  

  １次側の水圧が低くなり，かつ第一逆止弁にごみがはさまり閉止しない場合，

あるいは２次側の水圧が高くなり，かつ第２逆止弁にごみがはさまり閉止しな

い場合等，１次側の水圧と中間室の水圧が均衡したときには，ばねがダイアフ

ラムに押し勝って，逃がし弁を開けることにより中間室または２次側の水を，

外部に排出する。つまり，逆圧が発生し，さらに逆止弁が故障しても２次側の

水が１次側に逆流することを防止できるもので，吐水口空間に匹敵する逆流防

止機能を有している。  

  なお，減圧式逆流防止装置は，設置後，配管から外すことなく，試験用コッ

クにより機能の確認ができ，また，内部の清掃，点検，部品の取替が可能な構

造になっている。  
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第９節 局メーターの設置基準  

 

１  局メーターの設置基準は，第４章第９節の規定によるものとする。  

２  局メーターは直結増圧装置の上流側に設置し，下流側への設置は認めない。  

３  併用方式における局メーターは，給水方式ごとに設置すること。  

 

第 10 節 貯水槽水道方式から直結増圧式 への改造  

 

給水方式を貯水槽式から直結増圧式への改造する場合は，次のとおりとする。  

１  既設配管及び給水器具の状態について十分に調査し，確認及び試験をおこ  

なうこと。  

 （ 1）既設配管及び給水器具の継続使用は極力避けると共に，給水装置の  

構造と材質の基準に適合していること。  

 （ 2）耐圧試験 (試験水圧 1.75MPa，１分以上 )を実施し，漏れがないこと。  

 （ 3）既設配管の老朽化，又，給水施設の原因による水質異常がないこと。  

 （ 4）配管等の材料は，使用場所等に応じた適切なものとなっていること。  

２  直結増圧式給水への切替に伴い，出水不良や水質異常等が発生した場合に，  

配管取替等の対応手段があること。  

３  既設配管の取替が困難で，直結増圧式給水に改造すれば漏水するおそれが

ある場合，又は給水装置の構造と材質の基準に適合していない器具が設置さ

れている場合等は，既設高置タンクへ直接給水することができるものとする。  

ただし，タンクへの給水は落とし込みとし，必要な吐水口空間が確保され

ていること。  

４  局メーター周りの配管等については，メーター口径が変わらない改造工事  

でも，必要に応じて本要領に合わせて変更すること。  
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第 11 節 設計水量の算定方式  

 

１  共同住宅の場合  

共同住宅の同時使用水量は，戸数から同時使用水量を予測する計算式（以  

下「戸数からの算定式」）（表 10－１）により算出する。  

２  事務所の場合  

事務所の同時使用水量は，「給水用具給水負荷単位表」（表２－８）によ

り算  

出する。  

３  共同住宅と事務所が混在する場合  

共同住宅は「戸数からの算定式」により算出した水量，共同住宅以外につ  

いては，「器具給水負荷単位表」で算出した水量を合算するものとする。  

ただし，上記の算定式によりがたい場合は，それぞれの施設の実態に応じ  

た算定式を採用することができる。  

  

表 10－１  

戸数 瞬時最大給水量 戸数 瞬時最大給水量 戸数 瞬時最大給水量
1 42 18 132 35 206
2 53 19 137 36 210
3 60 20 141 37 214
4 66 21 146 38 217
5 71 22 151 39 221
6 76 23 155 40 225
7 80 24 160 41 229
8 83 25 164 42 232
9 87 26 169 43 236

10 89 27 173 44 240
11 95 28 177 45 243
12 100 29 181 46 247
13 106 30 186 47 251
14 111 31 190 48 254
15 117 32 194 49 258
16 122 33 198 50 261
17 127 34 202

「戸数からの算定式」瞬時最大使用水量（ℓ/min）早見表

 

[補  足 ] 

（ 1）増圧装置の選定を行う場合，建物の同時使用水量（瞬時最大給水量）の

把握が重要となるが，共同住宅についてはより実使用に近く，算出が容易

で配管区間の流量配分も容易な「戸数からの算定式」により算出すること
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にした。  

 

○  戸数から同時使用水量を予測する算定式  

Ｑ＝４２Ｎ０．３３   (10 戸未満 ) 

Ｑ＝１９Ｎ０．６７   (10 戸以上６ 00 未満 ) 

         Ｑ＝瞬時最大給水量（ℓ /min）  

Ｎ＝戸数  

ただし，ワンルームタイプは，１戸あたり，ファミリータイプの 0.5 戸分

として算出することができる。  

 

（ 2）「戸数からの算定式」による算出は，共同住宅用として定められたもの

であるため，共同住宅以外については，算出が容易で配管区間の流量配分

も容易な「給水用具給水負荷単位」により算出することとした。  

「器具給水負荷単位表」は，給水器具の種類による使用頻度，使用時間

および多数の給水器具の同時使用を考慮した負荷率を見込んで給水量を単

位化したものである。  

給水負荷単位と流量表（図２－１）により，（器具数）×（器具単位）

の累計から同時使用水量を求める。  

 

 

第 12 節 直結増圧式における給水管口径の決定  

 

１  給水管口径の決定は，前節によるものとし，第 2 章第 2 節の取付栓数の限  

度は適用しない。  

２  給水管の口径は，同時使用水量を供給できる増圧装置を選定し，さらに水  

量に応じた口径とする。また，経済性も考慮した合理的な口径とすること。  

３  給水管の口径は，水撃作用および圧力損失の低減化を図るため，既設建物  

の改造等やむを得ない場合を除き，瞬間最大給水量時において管内流速が２

m/sec 以下となるように設計すること。  

４  給水用具の取付にあたっては，用具の機能性から必要とする作動圧または  

最低必要水圧について十分考慮したものであること。  
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第 13 節 直結増圧式の水理計算  

 

増圧装置の水理計算は，次の算定式による。  

１  増圧ポンプの全揚程  

Ｐ８＝Ｐ７－｛Ｐ０－（Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３）｝  

＝Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３＋Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６－Ｐ０  

２  増圧装置の吐出圧  

Ｐ７＝Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６  

３  増圧装置直前の圧力  

Ｐｘ＝Ｐ０－（Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３）  

ただし  

Ｐ０ :配水管の水圧（設計水圧）  

Ｐ１ :配水管と増圧装置との高低差  

Ｐ２ :増圧装置の上流側の給水管および給水用具の圧力損失  

Ｐ３ :増圧装置の圧力損失（減圧式逆流防止器の損失を含めること）  

Ｐ４ :増圧装置の下流側の給水管および給水用具の圧力損失  

Ｐ５ :末端最高位の給水用具を使用するために必要な圧力（ 0.03MPa）  

Ｐ６ :増圧装置と末端最高位の給水用具との高低差  

Ｐ７ :増圧装置の吐き出し圧  

Ｐ８ :増圧装置の増圧ポンプの全揚程  

Ｐｘ :増圧装置直前の圧力  
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図 10－４  水理計算図  

P4
　　給水用具

P5

 P8
P7

P6

P0

　増圧装置

減圧式逆流防止器

 P1

 P2

 P3

 Px

M

  
BP

 

 

[補  足 ]  

  増圧装置の吐出圧力は，末端最高位の給水用具を使用するために必要な圧力

を確保できるように設定する。  

増圧装置の下流側の給水管および給水用具の圧力損失，末端最高位の給水用

具を使用するために必要な圧力および増圧装置と末端最高位の給水用具との高

低差の合計が増圧装置吐出圧力の設定値である。  
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【例】直結増圧式給水  水理計算書  

【例】直結増圧式給水　水理計算書

　　　　　　　　　給水装置場所

　　　　　　　　　給水装置 住　所

　　　　　　　　　申　請　者 氏　名

設計水量の算定

　下記による計算式により算出

10戸未満        　　　　　　Q＝42×N0.33 戸数 瞬時最大給水量

10戸以上600戸未満      Q＝19×N
0.67 N= 30 戸 Q= 186 ℓ/min

《但し末端部（1戸）では，「給水用具の同時使用率を考慮した設計水量」により損失水頭の計算を行ないます。》

P0 設計水圧（配水管水圧） = 30.000 m

P1 配水管と増圧装置の高低差 = 0.500 m

P2 配水装置の上流側の給水用具の圧力損失 = 4.155 m

P3 配水装置（減圧式逆流防止器）の圧力損失 = 6.570 m

PX 増圧装置直前の圧力 = 18.775 m

P0-(P1+P2+P3)

P4 増圧装置下流側の給水管および給水用具の圧力損失 = 9.706 m

P5 末端最高位の給水用具を使用するための必要な圧力 = 3.000 m

P6 増圧装置と末端最高位の給水用具との高低差 = 25.985 m

P7 増圧装置の吐水圧 = 38.691 m

P4+P5+P6

P8 増圧装置の増圧ポンプの全揚程 = 19.916 m

P1+P2+P3+P4+P5+P6-P0  

 

 

配水装置（減圧式逆流防止器）の圧力損失
㈱川本製作所　直結給水用ブースタポンプ技術資料より

流速（m/s） 流量（ℓ/min）最大値 圧力損失水頭（m）
φ 20 2 38 10.14
φ 25 2 59 6.43
φ 30 2 85 7.14
φ 40 2 151 7.14
φ 50 2 236 6.57  
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立面図  

口径 流量 流量
（mm） （ℓ/min） （ℓ/min）

  10F φ 20A ア ～ イ 20 12 ①＊ 給水栓 12
イ ～ ウ 20 20 ② 　 台所流し 12
ウ ～ Ａ 20 35 ③＊ 洗面器 8
Ａ ～ B 50 35 1 ④＊ 洗浄弁 15

   9F φ 20A B ～ C 50 53 2 ⑤ 　 洗濯流し 12
C ～ D 50 60 3 ⑥　 浴槽 20
D ～ E 50 66 4 ⑦ 　
E ～ F 50 71 5 ＊同時使用栓数

   8F φ 20A F ～ G 50 76 6
G ～ H 50 80 7
H ～ I 50 83 8
I ～ J 50 87 9

   7F φ 20A J ～ K 50 89 10
K ～ L 50 141 20
L ～ M 50 186 30
M ～ N 50 186 30

   6F φ 20A
0.3m

0.5m
   5F φ 20A

3.2m 1.4m

   4F φ 20A
1.8m

   3F φ 20A

4.7m

   2F φ 20A

  1.0m
   1F φ 20A 2.5m

6.2m 6.2m 4.5m
0.6m

ブースターポンプ 減圧式逆流防止器

2.8m
非常用水栓

10戸 5.2m

2.5m 0.5m  　7.5m

10戸

戸数 記号区間

　       4.5m

2.
76

5m
2.

76
5m

2.
76

5m

給水器具

2.
76

5m
2.

76
5m

2.
76

5m
2.

76
5m

2.
76

5m
2.

76
5m

Ａ

N

M
LK

J

I

H

G

F

E

Ａ

Ｍ

D

C

B

N B P

R

M

Ａ

①

②

③

④

⑤

⑥

ウ

イ

ア
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【例】増圧装置下流側の給水管等の摩擦損失水頭（Ｐ２）

区間 口径 戸数 負荷 流量 流速 動水勾配 損失水頭

（mm） 単位数 （ℓ/min） （m/s） （‰） 実長 仕切弁 甲型止水栓 メーター 逆止弁 減圧弁 分水栓 割Ｔ字管 小計 （ｍ）

M～N 2個 1個 1個

50 30 186 1.580 0.088 20.2 0.8 20.0 6.0 47.0 4.155

4.155

【例】増圧装置下流側の給水管等の摩擦損失水頭（Ｐ４）

区間 口径 戸数 負荷 流量 流速 動水勾配 ボール弁 損失水頭

（mm） 単位数 （ℓ/min） （m/s） （‰） 実長 止水栓 メーター 逆止弁 減圧弁 分水栓 割Ｔ字管 小計 （ｍ）

仕切弁

ア～イ

20 12 0.637 0.048 8.200 8.2 0.395

イ～ウ

20 20 1.062 0.124 3.200 3.2 0.396

ウ～A 1個 1個 1個 1個 1ヵ所

20 35 1.858 0.349 4.000 2.7 8.0 5.0 - 2.0 21.7 7.565

A～B

50 1 35 0.297 0.004 2.765 2.8 0.011

B～C

50 2 53 0.450 0.009 2.765 2.8 0.024

C～D

50 3 60 0.510 0.011 2.765 2.8 0.030

D～E

50 4 66 0.561 0.013 2.765 2.8 0.036

E～F

50 5 71 0.603 0.015 2.765 2.8 0.041

F～G

50 6 76 0.645 0.017 2.765 2.8 0.047

G～H

51 7 80 0.653 0.017 2.765 2.8 0.047

H～I

50 8 83 0.705 0.020 2.765 2.8 0.055

I～J

50 9 87 0.739 0.022 2.765 2.8 0.060

J～K

50 10 89 0.756 0.023 9.600 9.6 0.217

K～L

50 20 141 1.197 0.053 6.200 6.2 0.328

L～M 1個

50 30 186 1.580 0.088 4.500 0.4 4.9 0.433

9.685

換算延長（ｍ）

総　計

換算延長（ｍ）

総　計
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第 14 節 増圧装置の設置位置  

  

増圧装置の設置位置は，原則として１階以下とし，設置場所においては，点

検や維持管理のための十分なスペースを確保するとともに，必要に応じて，防

音，防水，振動，防寒等の対策を講ずること。  

 

第 15 節 配管上の留意事項  

 

１  配水管から分岐し敷地内に引き込む給水管には，第４章第８節の止水栓の  

設置に準ずる事とする。  

２  増圧装置の上流側および下流側には止水栓を設置すること。  

３  増圧装置の流入管および流出管には適切な防振対策を講ずること。  

４  減圧式逆流防止器の上流側および下流側には適切な止水栓を設置すること。  

５  維持管理のため，立ち上がり管ごとおよび各階の分岐ごとに止水栓及び逆  

止弁を設置すること。  

６  必要に応じて減圧弁を設置すること。  

７  子メーターの上流側には止水栓，下流側には逆止弁を設置すること。各戸  

検針及び各戸徴収サービスを希望する場合は，「共同住宅の水道各戸検針及  

び各戸徴収取扱要綱」に適合していると認められるものに限る。  

８  停滞空気が発生しない構造とするため，立ち上がり管の最上部には，吸排  

気弁を設置すること。  

９  局メーターの上流側には，止水栓を設置すること。  

 

第 16 節 検査  

 

検査については，第６章工事検査によるほか，直結増圧式にする場合は，次

の項目について行う。  

１  増圧装置および減圧式逆流防止装置の設置が本要領に適合していることの  

確認。  

２  耐圧試験において，増圧装置は製造工場にて必要な耐圧試験を実施済であ  

り，試験水圧を加えると損傷するおそれがある機器（圧力検出装置）が取付  
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けてあるため，増圧装置への耐圧試験は不要とする。  

３  増圧装置および減圧式逆流防止装置の警報装置，事故時等の連絡先を表記  

した標示板の設置および維持管理体制の確認。  

 

第 17 節 誓約書の提出  

 

給水装置所有者（以下「所有者」という。）は，増圧装置を常に正常に運転

することに努め，その責務を全うするために，特に次の項目を行うものとする。  

１  所有者は，直結増圧式給水に係る給水装置工事の申請時に，誓約書（様

式第５号）の内容を十分理解のうえ局に提出すること。  

２  増圧装置を含む給水装置の維持管理および事故発生時の迅速な対応を行

うため，設備管理者を選任すること。ただし設備管理者は指定工事業者とす

る。  

３  所有者および設備管理者等届出内容に変更が生じたときは，変更後の所

有者および設備管理者に誓約書の内容を十分理解させたうえ，誓約書により

速やかに局へ届けること。なお，所有者の変更は給水装置所有者異動届も同

時に提出すること。  

 

[補  足 ] 

    増圧装置の設置に起因するトラブル防止のため，管理責任を明確にしてお

く必要があること，および局が行う計画的，緊急的な断水の際に水の使用が

できなくなる等，使用者にこの装置が条件付のものであることを周知させる

ことが必要であること等から，誓約書を局に提出することにする。  

 指定工事業者は，設置者および建物管理者に誓約書の内容を十分熟知させ

ること。  

 

第 18 節 維持管理  

 

増圧装置の設置者は，次の事項について十分留意すること。  

１  直結増圧式により給水する場合，停電，故障等により増圧装置が停止した  

時点で断水になるので，非常用水栓が使用できること等を居住者に周知する

こと。  



 - 133 - 

 

２  増圧装置および減圧式逆流防止器の故障等，非常時の緊急連絡先を装置本  

体および管理室等に標示板として明示するとともに居住者に周知すること。  

３  増圧装置および減圧式逆流防止器の点検は，１年以内ごとに１回，定期的  

に行わなければならない。  

４  配水管等の工事に伴う計画的または緊急的若しくは局メーターの取替に伴  

う断水については，その作業が円滑に実施できるよう協力すること。  

５  局メーター以降の漏水等の修理および事故処理については，所有者又は使  

用者等の責任において修理および事故処理を行うこと。  

[補  足 ] 

直結増圧式により給水する場合，増圧装置の機能を確保するためには，定期

点検等の適正な維持管理を行う必要がある。また，増圧装置が停止したときは

直ちに断水となるため，設置者は事故発生時の迅速な対応を行う体制を整えて

おく必要がある。  
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様式第１号  

 

 

 受  

 付  

     年  月  日   

   第   －   号  

年   月   日  

高知市上下水道事業管理者様  

 

申請者  

住  所  

氏  名  

連絡先 TEL 

 

申請代理人  

住  所  

氏  名  

連絡先 TEL 

 

 

設計水圧の決定について（依頼） 

 

下記の場所において直結増圧式給水を予定しています。つきましては，給水

装置の設計を行うため配水管の設計水圧の決定をお願いします。  

 

記 

 

１  場        所                                                              

 

２  被  分  岐  管     φ    ㎜       ・配水管管理番号                        

 

３  添 付 書 類   位置図  
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様式第２号                    

高水サ第       号  

令和   年   月   日  

 様  

 

高知市上下水道事業管理者  

      山本  三四年  

 

設計水圧の決定について（回答）  

 

令和   年   月   日付けで依頼のあった標記の件について下記のとおり回

答します。  

 

 

１  場            所                               

 

２  設 計 水 圧                  MPa   

被分岐管  φ   ㎜    配水管管理番号            

 

※  設計水圧が 0.2MPa 未満のときは直結増圧式給水の許可はできません。  
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※  

様式第３号

受付番号

高知市上下水道事業管理者様

申請者

住所

氏名

連絡先ＴＥＬ

申請代理人

住所

氏名

連絡先ＴＥＬ

下記の建物に直結増圧給水したいので事前協議を申請します。

住所

氏名 （ＴＥＬ　　　　－　　　　－　　　　）

給水装置場所 高知市

建物名称

延床面積 その他

直結式給水方式 m3／日

貯水槽水道方式 m3／日

mm 個

mm 個

mm 個

mm 個

　　　(1)　位置図　　　(2)　造成平面図　　　(3)　建築図面　(平面図・系統図等)

併用建物の業態は，階数ごとに記載すること。

担 当係 長課長補佐課　　長

給水の概要

　　□住宅　　　　　　　□事務所

建 物 の 種 類

住 宅

事 務 所

建物の概要

計 画 １ 日 使 用 水 量

分 岐 口 径

宅 地 標 高

階層数

直結増圧式給水事前協議申請書

受付日

戸数

□直結直圧　　□直結増圧　　□貯水槽水道

□直結直圧　　□直結増圧　　□貯水槽水道

□直結直圧　　□直結増圧　　□貯水槽水道

給水装置所有者

　　　(4)設計水圧回答書の写し　(5)水理計算書　　　　　

被分岐管　φ　　　　　　mm×分岐管　φ　　　　　　mm

備考

局メーター

添付書類

　　　(6)その他管理者が必要とするもの　　＊給水管の引込予定位置を記入

□直結直圧　　□直結増圧　　□貯水槽水道

地上　　　　階建て（地下　　　　階）・階高　　　　ｍ　　　□新築　　　□既設

宅地標高　　　　　ｍ　　増圧装置流入口標高　　　　ｍ
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様式第４号  

                               

高 水 給 排 第    号 

平成  年  月  日   

 

     様  

                         高知市上下水道事業管理者                                       

明神  公平  

直結増圧式給水事前協議回答書  

 平成   年   月   日付けで事前協議申請がありました，下記の物件につい

て，次のとおり回答いたします。  

□  直結増圧式給水が可能ですので，下記内容を厳守してください。  

１  この給水方式による特長を十分理解した上で採用してください。  

２  変更が生じた場合は，再協議が必要です。  

３  建築規模および用途に変更がある場合は，再協議が必要です。  

４  工事申請時に本書（写し）を添付してください。  

 

□  下記の理由により直結増圧式給水が困難ですので，建築物の概要を検討

し直すか，或いは貯水槽による給水方式を検討してください。  

１  当該地の配水管に影響を与えるため，直結増圧式給水は困難です。  

２  直結増圧式給水の対象外建物です。  

３  その他の理由                         

                                 

物件概要  

受付番号  第     －      号  

建物の概要  地上   階建て  

給水装置所有

者  

住  所  

氏  名  

給水装置場所  高知市  

備  考 
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様式第５号（表） 

 高知市上下水道事業管理者様 

給水装置所有者 住 所 

氏 名 

電 話 

（※）本人が手書きしない場合は，記名押印してください。 

直結増圧式給水装置維持管理誓約書 

 

 直結増圧式給水を実施するにあたり，下記の事項を遵守することを誓約いたします。 

 

給水装置場所  高知市 

備    考  

 

 

１ 管理責任 

 増圧装置は所有者が責任を持って維持管理し，常に正常な状態で運転することに努めます。

なお，維持管理に起因した給水についての苦情は，所有者または使用者等の責任において解決

します。 

 

 

２ 管理者の届出 

直結給水用増圧装置（以下「増圧装置」という。）および減圧式逆流防止装置」を含む給水

装置の維持管理および事故発生時の迅速な対応を当方で行うため，建物管理者および設備管理

者を次のとおり届け出ます。 

 

建物管理者 
住所 

氏名             TEL    －    －      

設備管理者 
住所 

氏名             TEL    －    －      
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様式第５号（裏） 

３ 使用者等への通知 

  次の事項について，使用者に周知します。 

 （1）停電や増圧装置の故障，渇水時の制限給水等により増圧装置が停止し，断水したとき

には，非常用水栓を使用すること。 

 （2）配水管等の工事に伴う計画的又は緊急的若しくは水道メーターの取替による断水の際

に，水の使用ができなくなること。また，その通報を受けたときは，これに協力すること。 

 （3）増圧設備および減圧式逆流防止器の故障等の緊急連絡先。 

 

４ 漏水等の修理および事故処理 

  漏水等の事故については，所有者または使用者等の責任において修理および事故処理をし

ます。特に親メーター以降の漏水等については，上下水道局の指示に従い速やかに修理等を

行います。 

 

５ 保守管理 

  増圧措置および減圧式逆流防止器の機能を適正に保つため，１年以内ごとに１回以上の定

期点検を行うとともに，適宜，保守点検および修理をおこないます。 

  また，使用者ごとに設置する逆流防止装置等の器具についても，適切に保守いたします。 

 

６ 損害の補償 

  増圧装置に起因して，逆流または，漏水が発生し，上下水道局もしくはその他の使用者等

に損害を与えた場合は，責任を持って損害の補償をいたします。 

 

７ 所有者，設備管理者等の変更届 

  所有者および設備管理者等に変更が生じたときは，変更後の所有者および設備管理者にこ

の装置が条件付きのものであることを熟知させるとともに，本様式により速やかに上下水道

局に届出します。 

 

８ 紛争の解決 

  増圧装置の故障等により起因する紛争が生じた場合は，当方において解決します。 

 


